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筆者らは特許機械翻訳の評価を行っている。これまで

に評価型ワークショップNTCIR1-9 およびNTCIR-10

にて特許機械翻訳タスク [1,2] を主催し、特許翻訳におけ

る機械翻訳システムの評価を実施した。NTCIR-9 での

ランダムに選択した文の訳質評価から、現在の最高性能

の機械翻訳システムは、特許文（説明文の部分のみでク

レーム部分を除く）の翻訳において半数以上の文で原文

の内容を理解できることが分かった。この結果から機械

翻訳が実用上においても有用である可能性が高いと考

え、特許翻訳が必要とされる状況において機械翻訳を利

用した場合にどれだけ有用であるかという観点における

評価の１つとして、NTCIR-10 特許機械翻訳タスクで

特許審査での有用性に基づく評価（特許審査評価）を文

の訳質評価に加えて実施した。

本稿では、NTCIR-10 特許機械翻訳タスクの概要、

評価手法、評価結果について述べる。

特許機械翻訳タスクは、研究基盤を整備し、複数の翻

訳手法に対して同じテストデータを用いた評価を実施し

て手法の有効性を明らかにすることで、特許翻訳技術の

1	 NII	 Testbeds	 and	 Community	 for	 Information	
access	Research

研究・開発を推進することを目的としている。以下にタ

スク実施の流れを示す。

（１）主催者が特許翻訳用の訓練データとテストデー

タを用意

（２）参加者が各自のシステムでテストデータを機械

翻訳

（３）主催者が翻訳結果を評価

（４）参加者が研究成果をワークショップで発表

この活動を通して構築したデータ（訓練、テスト、評

価結果、翻訳結果）は研究利用できるように管理される。

NTCIRワークショップは1年半単位で開催されている。

第 3回のNTCIR-3 から特許を対象としたタスクが実

施され、第 7回のNTCIR-7 から特許翻訳のタスクが

実施されている。以下、NTCIR-10 特許機械翻訳タス

クについて述べる。

実施した翻訳の言語対および翻訳方向は、日本語から

英語（日英）、英語から日本語（英日）、中国語から英語

（中英）である。

実施した評価は、文の訳質評価、特許審査評価、時系

列評価およびマルチリンガル評価である。本稿では、こ

れらのうちメインの評価である文の訳質評価と特許審査

評価について述べる。

データは次の通りである。訓練データとして、日英・

英日翻訳は約320万文対の日英対訳コーパス、中英翻

訳は100万文対の中英対訳コーパス、翻訳先言語の単

言語コーパスとして、日英・中英翻訳には英語の特許文

3億文以上、英日翻訳には日本語の特許文4億文以上

を参加者に提供した。開発データには2,000文対を用

いた。これらのデータはNTCIR-9 で用いたデータと同
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一である。文の訳質評価のテストデータには新たに構築

した2,300文、特許審査評価のテストデータには29

文書を用いた。対訳コーパス、開発データおよびテスト

データは、請求項の文を含まず、発明の詳細な説明部分

の文からなる。	

参加グループ数は全体で 21、日英翻訳は 13、英

日翻訳は 11、中英翻訳は 12であった。タスクに参

加した翻訳エンジンの種類は、大きく分類すると統計

翻訳（SMT）、ルールベース翻訳（RBMT）、用例翻訳

（EBMT）、RBMTと SMTまたは EBMTとの組み合わ

せ（HYBRID）の４種類である。

さらに、主催者がベースラインシステムの結果として

2種類のSMT（フレーズベースSMT、階層フレーズベー

スSMT）、3つの商用RBMT2,3、Google 翻訳による翻

訳結果を追加した。

3.1	 文の訳質評価の手法
3.1.1	 評価方法

評価者が文単位の訳質を評価した。各システムあたり

3人の評価者がそれぞれ100文、合計300文を評価

した。評価基準として、adequacy と acceptability

の 2つを用いた。これらは、主に翻訳結果を読んで内

容を理解するという情報アクセスにおける有用性の評価

基準である。これらの評価基準はNTCIR-9 で用いた評

価基準と同じである。以下、本評価で用いた評価基準お

よびテストデータの構築方法について説明する。

3.1.2	 評価基準

Adequacy

翻訳の適切さ（adequacy）の評価を5段階（1-5）

で実施した。この評価の目的は、システム間の比較であ

る。本評価では、訳語選択が適切かだけでなくフレーズ

や節の意味が正しいかも考慮して評価した。

2	 ３つのうち人手で評価したシステムはNTCIR-9 で最も評
価が高かったシステムのみである。

3	 中英翻訳では、NTCIR-9 の評価でRBMTの訳質がSMT
よりも低かったため、RBMTはベースラインシステムとし
て利用しなかった。

Acceptability

図 1に示す5段階のacceptability 評価を実施した。

この評価の目的は、文レベルの意味が正しく伝わる文の

割合を明らかにすることである。acceptability は入力

文の意味が正しく伝わらない（たとえば、重要な情報が

一つでも欠ける）と Fになる。この評価は、adequacy

と比べて、より実用に近い評価を目指している。例えば、

システムへの要求水準が「入力文の意味が分かればよい」

であれば、C以上の評価となった訳文が有用であり、シ

ステムへの要求水準が「入力文の意味が分かり、かつ文

法的に正しい」であれば、A以上の評価となった訳文が

有用である。このように、要求水準に応じた訳質の文の

割合を明らかにすることができる。adequacy 評価の

結果からは、このような文の割合は分からない。

3.1.3	 データの構築

訓練データは2005年以前の特許から構築している

ため、テストデータは 2006〜 2007 年の特許から

構築した。我々はテストデータを2つの方法で構築し

た。１つ目の方法（方法１）は、自動的に抽出した対訳

文対からランダムに文対を選択し、さらにその中から人

手で正しい対訳の文対を選択するというものである。２

つ目の方法（方法２）は、原言語の特許文書からランダ

ムに文を選択し、それらの参照訳は新たに翻訳して構築

するというものである。2,300文のテストデータのう

ち2,000 文は方法１で構築し、300文は方法２で構

築した。方法１は、対訳文対を特許文書から自動的に抽

出する際に実際の特許文の傾向が完全には反映されなく

なる可能性がある。それに対して方法２は、前者の方法

3 評価手法

図 1: Acceptability
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に比べて実際の特許文の傾向を反映できると考えられ

る。人手による評価は方法２で作成した300文に対し

て実施した。この構築方法はNTCIR-9 からの改善点で

ある。なお、2,300文のテストデータは自動評価値を

計算する際に利用した。

3.2	 特許審査評価の手法
特許審査での有用性に基づく評価手法について説明す

る。特許審査官は、審査において既存の特許を調査して

同じ技術が存在すれば、その既存の特許を引用して審査

対象の特許を拒絶する。そのため、既存の特許に記載さ

れた技術的内容である事実を認定する必要がある。既存

の特許が外国語で書かれていてその言語が分からない場

合には、翻訳する必要がある。この翻訳を機械翻訳で行っ

た場合に、翻訳結果から引用文書の特許を認定するため

に有用な事実をどれだけ認定できるかに基づいて、機械

翻訳の有用性を評価する。本評価は日本知的財産翻訳協

会（NIPTA）の協力により実施した。

3.2.1	 全体の評価の流れ

ここで、全体の評価の流れについて説明する。

（１）準備　評価で利用するデータを構築する。まず

審査の結論が拒絶の審決（審査の最終決定）とその

審査で引用された特許を取得する。そして、審査に

おいて「引用文書から審査官が認定した事実」の根

拠となる文を引用文書から抽出する。抽出した文を

テストデータとする。なぜなら、この抽出した文は、

「審査官が認定した事実」を表しているためである。

そして、このテストデータが正しく翻訳されれば、

翻訳結果から「審査官が認定した事実」を認定する

ことができるためである。

（２）翻訳　テストデータを機械翻訳する。

（３）評価　翻訳結果から、「引用文書から審査官が認

定した事実」をどれだけ認定できて、審査に有用で

あるかについて評価する。

3.2.2	 評価方法

特許審査評価は日英翻訳と中英翻訳に対して行った。

特許庁で審査官の経験があり、英語の能力が高い２人の

評価者が評価した。1システムあたり各評価者が20文

書、合計40文書（文書の重複を含む）の評価を行なっ

た。評価したシステムは、adequacy の結果が上位の

システムから手法の多様性を考慮して日英、中英それぞ

れ3システムを選択した。

3.2.3	 評価基準

特許審査評価で用いた評価基準を表1に示す。有用

性の評価は、過去の審査で審査官が引用文書の特許から

認定した事実を、引用文書を機械翻訳した結果からどれ

だけ認定できるかに基づいて行った。評価は引用文書単

位で行なった。

3.2.4	 データの構築

この評価に必要なデータを、審決を用いて以下のよう

にして構築した。

（１）結論が不成立（拒絶）の審決を取得する。

（２）審決中に記載されている「引用文書から審査官

が認定した事実の説明」を抽出する。

（３）審査官が認定した事実を構成要素単位に分けて、

それぞれの内容の根拠となる文を引用文書から抽出

する。抽出した文を機械翻訳で翻訳するテストデー

タとする。

表2に、審査官が認定した事実と引用文書から抽出

した文の例を示す。表2の左端の列は、審決中に記載

されている審査官が引用文書から認定した事実である。

表2の中央の列は、審査官が認定した事実を構成要素

単位に分けたものである。表2の右端の列は、中央の

列の事実を認定する根拠となった引用文書中の文を抽出

したものであり、この文が翻訳するテストデータである。

29文書のテストデータを構築した。中英翻訳のテスト

データは、日英翻訳のテストデータを日中翻訳して構築

した。

紙面の都合上、評価結果の要点のみ報告する。詳細な

報告 [2] および各グループの成果報告はオンラインで入

手可能である 4。システム名は、グループ ID（またはシ

ステム ID）とプライオリティ番号の組で表示する。

4	 http : // research .n i i . ac . jp/ntc i r /workshop/
OnlineProceedings10/

4 評価結果
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4.1	 文の訳質評価の結果
評価結果を図2から7に示す。Adequacy の評価に

は平均値を用いた。

4.1.1	 日英翻訳

図 2と 3が日英翻訳の評価結果である。JAPIO-1

と RBMT1-1 は RBMT、EIWA-1 と TORI-1 は

HYBRID、KYOTO-1 は EBMT、それ以外は SMTで

ある。RBMT の訳質が SMT より高いことが分かる。

Acceptability が C 以上の割合は、RBMT のトップ

のシステムが55%であったのに対し、SMTのトップ

のシステムは 38%であった。C以上の割合における

RBMT に対する SMT の割合は NTCIR-9 では 39%

（0.25/0.633）であったのに対し、NTCIR-10 では

69%（0.38/0.55）であり、割合が高くなっている。

これは、RBMTに対して SMTの性能が向上している

ことを示している。NTCIR-10でトップのRBMTの性

能はNTCIR-9 でトップのRBMTと比べて同等以上と

表 1：特許審査評価の評価基準

Ⅵ 引用発明を認定するために有用な事実が全て認定できて，翻訳結果のみで審査可能
Ⅴ 引用発明を認定するために有用な事実が半分以上認定できて，審査に有用
Ⅳ 引用発明を認定するために有用な事実が 1 つ以上認定できて，審査に有用
Ⅲ Ⅳに至らないが，部分的に事実が認定できて，その文献が審査で無視できないことが分かる
Ⅱ 一部の事実が認定できたが，審査に有用とはいえない
Ⅰ 全く事実が認定できず，審査の役に立たない

（引用文書単位の評価）

表 2：審査官が認定した事実と引用文書から抽出した文の例

審査官が認定した事実 構成要素単位に分けた
審査官が認定した事実

引用文書から抽出した文
（テストデータ）

これらの記載事項によると、引用例に
は、

「内部において、先端側に良熱伝導金
属部 43 が入り込んでいる中心電極 4
と、
中心電極 4 の先端部に溶接されてい
る貴金属チップ 45 と、
中心電極 4 を電極先端部 41 が碍子
先端部 31 から突出するように挿嵌保
持する絶縁碍子 3 と、
絶縁碍子 3 を挿嵌保持する取付金具
2 と、
中心電極 4 の電極先端部 41 との間
に火花放電ギャップ G を形成する接
地電極 11 とを備えたスパークプラグ
において、
中心電極 4 の直径は、1.2 ～ 2.2mm
としたスパークプラグ。」
の発明が記載されていると認められ
る。

内部において、先端側に良熱伝導金属
部 43 が入り込んでいる中心電極 4

また、図 3 に示すごとく、中心電極
4 の内部においては、上記露出開始部
431 よりも先端側にも良熱伝導金属
部 43 が入り込んでいる。

中心電極 4 の先端部に溶接されてい
る貴金属チップ 45

また、中心電極 4 の先端部には、貴
金属チップ 45 が溶接されている。

中心電極 4 を電極先端部 41 が碍子
先端部 31 から突出するように挿嵌保
持する絶縁碍子 3

上記中心電極 4 は、電極先端部 41
が碍子先端部 31 から突出するように
絶縁碍子 3 に挿嵌保持されている。

絶縁碍子 3 を挿嵌保持する取付金具
2

上記絶縁碍子 3 は、碍子先端部 31
が突出するように取付金具 2 に挿嵌
保持される。

中心電極 4 の電極先端部 41 との間
に火花放電ギャップ G を形成する接
地電極 11

上記接地電極 11 は、図 2 に示すご
とく、電極先端部 41 との間に火花放
電ギャップ G を形成する。

中心電極 4 の直径は、1.2 ～ 2.2mm また、上記碍子固定部 22 の軸方向位
置における中心電極 4 の直径は、例
えば、1.2 ～ 2.2mm とすることが
できる。

図 2: 日英 adequacy

考えられるため、NTCIR-10 でトップの SMTの性能

はNTCIR-9 でトップのSMTに対して向上していると

いえる。
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4.1.2	 英日翻訳

図 4と 5が英日翻訳の評価結果である。JAPIO-1

と RBMT6-1 は RBMT、KYOTO-1 は EBMT、それ

以外は SMT である。トップの SMT（NTITI-2 およ

びNTITI-1）の訳質がトップのRBMTよりも高いこと

が分かる。NTCIR-9 では、英日の特許翻訳でSMTが

トップレベルのRBMTと同程度の訳質であったため、

NTCIR-9 と比べてトップのSMTの性能が向上してい

ることが分かる。NTITI のシステムは、NTCIR-9 で

NTT-UT システムが利用した「翻訳の前処理で英語の

語順を日本語の語順に入れ替える手法」を用い、さらに

特許文の構文解析精度を向上させることによって、訳質

を向上させた。トップのSMTのシステムはテスト文の

70%、トップの RBMT は 58%で acceptability が

C以上という結果を得た。

4.1.3	 中英翻訳

図6と 7が中英翻訳の評価結果である。RWSYS-1

と EIWA-1 は HYBRID、BJTUX-2 は EBMT、 そ れ

以外は SMT である。トップの BBN-1 システムは、

NTCIR-9 での BBN-1 システムに対して、言語モデル

や翻訳モデルなどをさらに改良し、テスト文の67%で

acceptability が C以上という結果を得た。

	

4.2	 特許審査評価の結果
日英翻訳の評価結果を図8に、中英翻訳の評価結果

を図 9に示す。図 8より、JAPIO-1 システムは 6割

以上の文書で評価VI を獲得し、全文書が評価V以上で

図 3: 日英 acceptability
図 4: 英日 adequacy

図 6: 中英 adequacy

図 5: 英日 acceptability
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図 8: 日英 特許審査評価の結果

図 9: 中英 特許審査評価の結果図 7: 中英 acceptability

あった。これより、トップの日英翻訳システムの性能は

特許審査で有用なレベルであることが分かった。SMT

のNTITI-1 システムも評価V以上が6割以上あり、あ

る程度有用であることが分かった。また、図 9より、

BBN-1 システムは 2割の文書で評価 VI を獲得し、9

割弱の文書で評価V以上であった。これより、トップ

の中英翻訳システムの性能も特許審査で有用なレベルで

あることが分かった。

NTCIR-10 特許機械翻訳タスクでの評価について述

べた。この評価で実施した特許審査評価により、特許審

査において、現在のトップレベルの機械翻訳システムが

日英・中英翻訳で有用であることが明らかになった。ま

た、英日翻訳ではトップレベルのSMTが RBMTより

も特許翻訳で高い訳質を達成したことが分かった。日英

翻訳では、RBMTがトップレベルのSMTより依然と

して訳質が高かったが、SMTの性能がNTCIR-9 の時

よりも向上していることが確認された。
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